
部分払 に関す る特約 条項

(部 分払 )

第 1条  甲は、 この特約 条項 の定 め る ところに従 い、 この契約 に係 る既納部
分 又は既済部分 に対 して代金 の一部 を乙に支払 うもの とす る。

(部 分払 の支払 方法 )

第 2条  部分払 の支払方法 (支 払 回数 を含む。 以下同 じ。 )は 、既納 品分又
は既済部分 に相 当す る金額 とし、 3回 以 内 とす る。
(内 訳表 の提 出 )

第 3条  乙は、 この契約締結後速や かに前条の支払方法 に適合 した契約 金額
の内訳表 を作成 し、甲の確認 を受 ける もの とす る。

2 甲は、前項 の内訳表 を不適 当 と認 め る場合 は、 これ を変更 させ る こ とが
で きる。

3 前 2項 の規定 は、契約金額 を変更 した場合 にお ける内訳表 の変更 につ い
て準用す る。

(部 分払金額 )

第 4条  甲が部分払 として 乙に支払 う金額 は、前条第 1項 の内訳表 に基づい
て算 定 した既納部分又 は既済部分 に相 当す る金額 とす る。

(部 分払 の請求及 び支払 )

第 5条  部分払の請求及 び支払 につ いては、契約条項 の契約 代金 の支払 に関
す る規 定 を準用す る。

(所 有権 の移転 )

第 6条  性質上不可分 の製造 の既済部分 について、部分払 を行 った場合 は、
当該契約物 品の所有権 は、 甲に移転す るもの とす る。

2 前項 の規定 は、契約物 品に係 る危険負担及 び損害負担 について契約条項
の定 め る ところを変更す るものではない。
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